
瞳詞

ダライラマ 14世の平和プランと

チベット高原域の“文化的領有"をめぐる検討

ーローカルな宗教実践の視点から一

別所裕介

1 .はじめに~本論の視座

本論は、チベット亡命政権の首長であるダライラマ 14世によって提起さ

れている「五項目の平和プラン」と呼ばれる和平提案をひとつの縦糸とし

て、仏教優位主義1に基づく全チベットの文化的一体性の主張と、個々の生

活社会における地域的な多元性が接合される断面について、本土チベット

の実際の宗教実践の現場でのフィールドワークから得られた資料をもとに、

具体的に検討しようとするものである。

従来、チベット高原をめぐっては、チベット亡命政府と中国政府の双方

がそれぞ、れ異なる意味づ、けによって自己の主権の正当性を主張しており、

それぞれその領有の正当性をめぐって強力に支配的な見方を確立しようと

してきた。

中国政府は、独自の「歴史認識」および「チベット解放」の言説によっ

て、自身がチベット地域の正当な継承者であることを内外に訴えてきた。

中国の公式見解では、チベット高原は元朝以来、皇帝による冊封を介して

中国の主権を受け入れ、その秩序構成の中に一貫して組み込まれてきた「不

可分の領土」である。また、 20世紀の「チベット解放」は、階級構造の打

破によって暗黒の封建農奴制に終止符を打ち、帝国主義による植民地化の

魔の手から救い出した、中国共産党の偉大な功績として、これを内外に印

象付けようとする努力が絶え間なく続けられている20

一方、チベット亡命政府は、こうした中国の歴史観に対して、「文化的なー
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体性」をもっていた伝統チベットの姿を強調し、高原社会の調和を二度と取

り戻せない状態にまで破壊した張本人として、中国共産党を位置づけてきた。

中国政府によって「欺嚇」と非難されようとも、 1959年の亡命以降、チベッ

トの畑邑をめぐるダライラマの方針は一貫して、本土チベットにおける三大

集住区である「ウーツァン(中央チベット)J Iカム(東チベット)J Iアムド

(東北チベット)Jを合わせた「チヨノレカ・スム(三大州)J全体を包摂しう

る“領有の形"をめぐって展開してきた[地図 1参照】。
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この両者の見解は、チベット高原に暮らす人々の帰属と領土主権をめぐっ

て蟻烈な衝突の場を形成してきたが、両者に共通して指摘できるのは、前近

代までの不均質なチベット高原内部の社会構成をどのように把握するか、と

いうことが重要なエポックとなっていることである。

そもそもチベット高原には、 7世紀から 9世紀にかけて強盛を誇り、高原

全土を掌握した古代主朝 (bod， 吐蕃)以降、統ーした政治主体が築かれる

ことはなかった。仏教の過剰な優遇による内部抗争から王朝が瓦解したあと、

各地に割拠した「氏族教団」と呼ばれる有力豪族を母体とした地域勢力は、

それぞれが併号した仏教教義によって独自の宗派を擁立し、外部の軍事勢力

を取り込んで、「師僧と施主の関係 (mchod戸 n)J 3と呼ばれる同盟体制を結

ぶことによって、宗派/氏族聞の対立に根ざしたチベット内部の覇権抗争に
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明け暮れてきた。元朝期から清朝期の 500年におよぶこの派閥問抗争に一応

の決着をつけたのが、ゲルク派の統括者で、あるダライラマ 5世 (1617・1682)

である。主朝期に次ぐ版図を確立した5世の死後には、清朝の大規模介入に

よって、ラサを中心とするウーツァンはダライラマ政権の領土、それより東

のカム、アムドは相互の忠雄瀬域として清朝皇帝の統治下に帰属する、とい

う大勢が決することとなった。

ここで、議論の整理の便宜のために、仮に、亡命直前までのダライラマ

の支配圏をA、その外側をBと名づけるならば、 AとBとの関係は歴史的

に対等ではなく、同時に従属関係で、もなかった。両者は宗派・社会構造の

違い、および隣接する他集団との関係差によって、清朝期には異なる政治

単位として分断されたが、仏教にもとづく世界観の上では、双方は確かに

同じひとつの信仰圏を構成し、巡礼と交易によって互いに結びつくことで、

密接な交流を保持していた。

20世紀の前半、共産党中央部が統一戦線工作を敷くにあたって、 Bの重

要性は際立っていた。 Bの内部構成は、ゲルク派とは異なる宗派を信奉す

る小主園、ポン新記の土侯、さらに小さな単位でその狭間の谷筋に自主独

立を堅持していた部族社会5、モンゴル人や漢人およひ百教徒による飛び地

など、複雑多様であり、その中には、ラサのダライラマ政権と敵対関係に

おかれていた政治勢力も少なくなかったのである。

建国直前に「チベット解放」を国際社会に宣言した中国共産党は、まず

離間工作と懐柔によって Bを取り込み、これを踏み台として、 51年 9月、

Aへの進駐を果たした。当初、 Aに対しては、政権への配慮から、すでに

集団化が急速に進められていた Bとは異なる政策を施行し、急激な改革を

留保した。 50年代後半に入ると、 Bでは広範な武装蜂起が頻発し、大量の

避難民がAに流入するようになった。ダライラマ亡命の直接の契機になっ

たのも、このような流民のもたらす情報によって、すでにチベットが政体

として維持不能であることが明白となったからで、あった。

ここまでをさらに単純に整理すると、もともと歴史的にチベット高原の

政治状況の中核を成していたのはAとBの葛藤的関係であり、それは外側

の中園、およびインドとの関係においてその位相を多元的に組み替え、変
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化させてきたものである。 G.Samuelに倣うならば、 AとBの関係にはそ

れぞれ、中心と周縁、集権制と部族的平均制、ナショナリズムとコスモポ

リタニズム、聖典重視と実践重視、といった属性が配分でき、それは総体

として、仏教と土着的観念の聞の、チベット社会内部に宿された構造的な

せめぎあいである [Samuel1993J。

ここでダライラマを首班としてインド側に設立した亡命蜘守を Nとする

ならば、亡命社会において Bを故地とする人々(B')をも含んで再編され

たNは、中国との政治交渉において常にA/Bの結合部分を意識し、その

文化的一体性を繰り返し強調する必要に迫られる。一方、主権を維持した

い中国側にれを Cとする)は、歴史的にAとBが相互に異質であり、統

ーには遠く及ばないこと、 Bには多数の異民族集団が居住して来たことを

反駁材料に挙げる。同時に、歴代ダライラマ政権の封建体制批判をネガテ

イブ、キャンベーンとして展開するため、相対的に、 Bの領域に普遍的であ

った部族的平均制や、自主独立の郷土愛などの属性が、社会主義的美徳に

合致するものとして称揚されることになる[Ramble1997J。

以上のような条件の下で、 AとBとの歴史的な関係のあり方は、紛争当

事者たる NとCの双方にとって、その歴史解釈、および仏教主義的一体性

の実像をめぐって資源的な重要'性を増すことになる。そこでは、冒頭で述

べたようなNとCの食い違う主張のどちらがより正当性が高いのかを、西

側諸国という共通のオーディエンスに向かつて顕示し、その試金石として、

現在本土チベットに暮らす人々の実際の意思表示が、街頭でのデモ行為や

壁の落書きから、儀礼や歌舞音曲の行事内容にいたるまで、常に主権の問

題と結び付けられて考えられるようになる。

端的にいって、 Nにとって、 AとBは切り離し不可能な仏教実践の主体

である。だが、 Cにとっては、 AとBの歴史的差異は、 Nの主張を跳ね返

す有力な根拠となる。その中で、 Bの士着的多様性、とりわけ民族的な複

合状況は、文化的一体性に基づくチベット高原全域の“文化的領有"を主

張する亡命政府に反駁し、自己の領土所有の正当性を主張するための最良

の手がかりである。

このようにして、 AとBの想像的関係性は、 NとCにとっての主張の正



当性という媒介項に置き換えられ、それぞれの言説闘争の中で、より多く

の支持者を欧米と本土チベットの双方に獲得すべく、大量の歴史・宗教言

説を動員していくことになる。

だが、ここで留意したいのは、 Nおよび Cが保持するどのような視点に

おいても、 Aに対する「付属品」としての位置づけしか与えられず、その

自律性を捨象されてしまう、 B自体に内在する論理である。それは、周縁

地域固有の歴史・政治的文脈に裏打ちされ、現在もその暮らしの土地環境

を基盤として主体的に営まれるものであるはずである。そこでの主体的な

営みのあり方を、 Nおよび Cの干渉を媒介とすることなく、直接見ていく

方法を模索することは、無限の言説生産のループロを生み出す源泉となって

いる、 AとBの本来的な関係についての、歴史的な重層的実態に即したあ

り方を考える上で、重要なヒントを提起するものとなりうるのではないか。

本論では、こうした予測のもとに、歴史的に構成されてきたチベット高

原の文化的多元性と、それに対応する仏教の複合的なあり方の双方を視野

に入れるための作業仮説として、 Bの領域に流布している今日の仏教をめ

く守って、以下に三つの位相を設定する。

まずーっ目は Iチベット仏教を信奉する者三チベット人」とし、う、想像

的関係性の指標として用いられる Iアイデンティティの仏教」の位相であ

る。この層次は、ダライラマが代表するグローバルなチベット仏教イメー

ジによって支えられており、全チベット仏新走をひとつの枠組みで統合し

ようとする、ユニバーサルな現代仏教の位相である。本論では、この位相

の仏教を体現するものとして、後述するダライラマ 14世による平和プラン

の骨子を引用し、そこでの提起と、実際に周縁チベット杜会に暮らす人々

との間合いについて検討する。

次に、そうした想像的関係性に基づく言説の波及効果が一定程度観察さ

れる具体的な本土チベットの個別地域において、もともとそこに根付いて

いる多様な土着伝統に裏付けられた地域的・周縁的仏教を想定し、これを

二つ目の位相として定位する。これは、歴史的に Bの内部で形成されてき

た仏教理解に多くを負っており、地域住民の土地の暮らしに密着した次元

での、実践的な宗教活動の方向性を主導するものである。
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さらに、この周縁的仏教とむつみあってきた民衆実践の領野を、三つ目の

位相として定位する。これは、周縁的仏教の影響力のもとでの、個別地域の

生活社会を舞台とした実践宗教であり、現実の政治規定の中で行動する生活

者の宗教認識に属する部分である。

以上のような階層的構造を準備することで、人々が現場において実践を立

ち上げ、独自の表象を介しつつ、土地自体に宿る力の再活性化と固定化を進

める様子に、外から還流する客体化された「宗教」の作用を重ね合わせて描

写することがヨ開命の狙いである。このためには、二つ目の位相である周縁的

仏教を全体のコンテキストから切り離すことなく、その様態を直接捉えるこ

とが肝心である。この点の分析を可能にするユニークな要素として、本論で

は「越境するラマ」としづ存在を取り上げたい。

従来、難民を主題としたチベット研究では、「中国による文化破壊と人権

的迫害」とし寸前提のもとに、中国領本土チベットからインド側亡命政権

への、一方向のひとの動きに固定されたディアスポラ現象にしか目を向け

てこなかった。しかし、実際には、今日の改革開放の流れの中で、正規に

出国する手段を得て、中国とインドに分裂したふたつのチベット社会の聞

を往還的に行き来する宗教者は少なからず見受けられ、そうした越境者が

地域社会の宗教再編にもたらす影響力も看過できない。本論ではこのよう

な越境者が、インド側との往来によってもたらす動態をふまえることで、

現代チベット社会の多様な現実への基層的な理解を可能にするアプローチ

を試みたい。

論述は以下の順序で進められる。まず次章では、今日のチベット系民族集

団のおかれた状況を整理した上で、ダライラマの「平和プラン」が内包する

仏教倒立主義的な特性と、その影響力との関係について、仏教政治の歴史的

展開を概観しながら、その連続性に着目してまとめる。そこでの要点は、「国

家」や「民族Iという集団桝¥ELみを必須としない伝統仏教政治の様態であり、

それが今日の「平和プラン」に基づく“文化的領有"の主張にも一定の連続

性6を保持していることを読み取る。

次に第3章では、アイデ、ンティティの仏教に対する、周縁的地域仏教の位

相を捉えることで、すでに長期にわたって行き詰まりを見せている領土問題

q
J
 



の先行きに対し、実際に本士チベットで生活を営んでいる人々にとってのチ

ベット仏教のグ、ローパル性の意味について、具体的なフィーノレド調査の事例

から考えてみたい。取り上げるのは、アムド地方の一角において参与観察さ

れた、民衆的な宗教活動の事例である。この活動を支えているのは、 Bの領

域に歴史的に根付いてきた独自のローカノレな伝統で、あり、そこに出現する論

理は暮らしが営まれる土地環境と結びついている。だが、地域間移動を行う

越境ラマの存在によって、現場の実践には二重化した意味が付与されており、

結果的に人々の仏教マナーを介した多義的な土地の文化的領有が主張されて

いることが示される。そして最後の第4章で、民衆実践と仏教理念とをつな

ぐ境界に関してまとめを行う。

2. 政治的衝突の中身

(1 )検討対象

チベット高原は、天山南路南側の祁連山脈からヒマラヤ山脈の聞に広が

る、平均標高 4500m・面積 250万平方Km2の高地であり、希少な鉱物・

動植物資源の宝庫であるとともに、制約された生態システムの中で限定的

な半農半牧、もしくは純粋牧畜による生産活動を営む、さまざまな多様な

集団を抱える地域である。今日、中国領内に居住する「チベット族J(蔵族)

と認定された人々は 542万人を数える。このうち 263万人が、かつてのA

の区画に相当する「チベット自治区」に居住しており、残りの 279万人が、

かつてのBに相当する、四川・雲南省(カム)、および青海・甘粛省(アム

ド)内に設けられた各級自治単位に編成されている。

一方、 1959年のダライラマ亡命以降、中国国外に居住する亡命チベット人は

現荘、 13万人強を数えるとされている。このうち、南アジアの難民人口分布は

インドが約10万、ネパールが約2万、ブータンがおよそ1，500人にのぼる。特に

インドでは、現チベット亡命政府の首府が置かれているダラムサラをはじめと

して、南部のカノレナータカ州パイラクッベやムンゴッドといった地方に入植地

を得て、難民チベット人の大規模コミュニティが形成されている。

難民の入植とともに、宗教施設の再建も精力的にすすめられ、今日では中

央チベットの主だ、った宗派の諸寺院がインド各地に再建されている。先述し
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たカルナータカ州lこは、ダライラマが属する宗派で、あるゲルク派の四大寺院

が再建され、常時1万人規模の僧侶が教学に励んでいる。また、その他のチ

ベット仏教の主要な宗派であるニンマ派、カギュ派、サキャ派についても、

それぞれオリッサ州やカルナータカ州、およびヒマーチャル州やシッキムな

どの諸地域に土地を得て僧院が再建され、教学の再構築が進められている。

(2)五項目の平和プラン

このような地域的多様性を包含したチベット高原域の領土主権をめぐっ

ては、中国側が一貫して「チベットは歴史的に中国の不可分の領土である」

と主張しているのに対し、ダライラマ側は当初、「分離独立」を主張し、真っ

向から対立したが、 87年には公式に独立要求を取り下げる意思を明らかにし、

現行のチベット自治区に隣接諾地域を合わせた、 A+B全体の「高度自治」

要求へと路線転換している。

「中道路線 (MiddleWay Approach) Jと呼ばれるこの路線は、 80年代の

社会主義イデオロギー退潮期にいたって、それまでチベットに肩入れしてき

たアメリカと、主権問題で強硬な姿勢を崩さない中国との友好関係がいよし、

よ決定的になる中で、部小平がダライラマに向けて行った、「独立のこと以外

ならどのような問題についても対話をする用意がある」との呼びかけに対応

して浮上してきたものだという[辻村 2006:22J。この中道路線の骨子は、

1凹98釘7年 9月2剖1日臥、ダダPライラマ 14世がアメリカ下院で

れた「玉項目の平和プラン凶」に端的に表現されている7九。

一.全チベットをアヒンサー(非暴力・不殺生)地域、すなわち平和と

非暴力の非武装地帯とする

二.チベット民族の存続を脅かす中国人のチベット入植を禁止する

三.チベット人の基本的人権と民主的自由を尊重する

四.チベットの自然環境を保護し、核兵器の使用や核のゴミの廃棄を禁

止する

五.チベットと中国の関係とチベットの未来のあり方についての真剣な

議論を開始する
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翌年6月、中国政府からのさらなる反応を期待したダライラマは、フラン

スのストラスプールで、開催された欧州|議会の場を借りて、「高度自治」の中身

に関して一層踏み込んだ内容を提起した。以下では、その発言の中から、中

国領内での自治要求の細目と、その見返りの譲歩事項、それぞれにかかわる

部分を抜き出して列挙してみたし泊。

①(高度自治が実現した場合)中華人民共和国はチベットの外交政策に

関して持続した責任を持つことになります。しかし、チベット政府は外務

省を通じて宗教、商業、教育、文化、観光、科学、スポーツ、その他の非

政治的活動分野における関係を維持し発展させます。チベットはこうした

活動に関する国際高蹄哉に参加すべきです。

②チベット政府は基本法の継続を土台として設置されなければなりませ

ん。基本法は平等、社会主義、環境の保護を確実なものにする任務を委ねら

れた民主的政治体制を規定したものでなければなりません。これが意味する

ものは、チベット政府はチベットとチベット民族に関係する全ての事柄に決

定権を持つということです。

③一千年以上の問、私たちチベット人は、自分たちの住む高原の生物のデ

リケートなバランスを保つために精神的環境的な真価を大切にしてきまし

た。仏教の非暴力と憐れみの心に動かされ、高地山脈に守られて、私たちは

すべての生命を尊重し、国家の政治的手段としての戦争を放棄しようと努め

てまいりました。

④(平和プランの中で)チベットを平和地域、人類と自然が調和をもっ

て共に生きることのできる聖域とするよう要請しました・・チベット政

府は、野生動物や植物を守るための厳しい法律を可決しなければなりませ

ん。天然資源の開発は、慎重に規制されることになるでしょう。核兵器や

他の兵器の製造、実験、備蓄は、危険な廃棄物を産出する核エネルギーや

テクノロジーの使用と共に禁止されなければなりません。チベット政府の

目標は、チベットを私たちの惑星最大の自然保護区にすることになるでし

ょフ。

⑤非武装化を通して、チベットを真の平和の聖域とするために、地域平
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和会議が召集されるべきです。このような平和会議が召集され、非武装と

中立が達成されるまでは、中国がチベットに一定数の軍事施設を維持する

権利を有することになります。これらの施設は、単に防衛目的のためだけ

でなければなりません。

ここでは、①と⑤に見られるように、譲歩事項として、外交と軍事を中国

の裁量にゆだねることが歌われている。一方、要求事項としては、②の民主

制確立、③、④の環境保全と非暴力主義に基づく高原全域の非武装中立・自

然保護区化が挙げられる。このように、ダライラマの和平提案は、自然・文

化・杜会の基盤となる事項については高度に自己裁量の余地を獲得しようと

するものであり、中国にとっては、チベット高原域全体を連邦制に近い条件

で再編することを要請される内容となっている。

(3)はねつける中国と亡命社会の反応

これらの宣言が出されてのち、一連のダライラマの演説内容が本土チベッ

トに流布され、 87年から 89年にかけての大規模デモの呼び水となった[松

本 1996:163J。ラサを中心とした地域の不安定化が加速する中で、国家民

族事務委員会が北京週報社の取材に応じて出したダライラマ和平提案への見

解は以下の 3項に要約出来る [Daiet al.(，巴ds.)1988J。

¢現荘の「蔵区J(A+ Bの領域)は地図的に隣接していても地理的に隔

てられており、歴史的に統合されたことはない

②これらの諸地域は経済的・文化的発展が十分ではなく、統合された経

済圏を形成できない

③ひとつの I自治区」のサイズとしては大きすぎ、異民族を含む各集団

の平等の権利と文化的一体性を保全しつつ発展するためにはかえってマイ

ナスである

その後、 89年のラサ戒厳令を経て 90年代後半にいたると、中国政府は亡

命政府との交渉に消極的態度をあらわにするようになり、北京オリンヒ。ツク

の前年には、チベット問題の存在自体を否定するまでに議論が後退した。ダ

ライラマの最初の提起から 20数年が経過しようとする今日、中国政府の公

式見解を代弁するものとして、中国チベット学センターの研究員によって提

月
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示されている以下のような主張を見れば、主権・文化・歴史のいずれの項目

においても、ダライラマの提案に中国側から折り合う可能性は最初から皆無

に等しかったことが了解される90

①いわゆる「高度自治」は、自治要求の範囲が実質支配を大きく超えて

いる。そもそも自らの主権が及んでいなかった地域までを白治対象に含む

ことはできない。

②これらの地域には多数の民族が昔から暮らしており、異民族の排除は

新たな地ザ紛争の問題を生むことになる。また、経済的にもこれらを自律

的に運営できるとは思えない。

③これらのことから、ダライラマの平和プランは、実質的な領土分割の、

形を替えた主張にほかならず、検討するに値しない。

根本的には、ダライラマが自ら独立を放棄して、争点を中国国内での「文

化的主体性」の確保の度合いへとずらしこむことで、領土主権の問題を回避

しようとしたにもかかわらず、中国側はあくまでも歴史を遡及して主権の所

在を間い続け、 AとBの聞に横たわる地域的多様性を盾にこれを棄却するこ

とで、事態がE参着し続けてきたことになる。中国政府にとっては、チベット

内部の多様性を束ねうる「仏教文化の一体性」こそが、「分裂主義者」のもく

ろみ以外の何物でもないと受け取られていることが、上記の主張からも看取

される。

このように、ダライラマの譲歩に対する中国側の見方は一貫して冷ややか

なものだ、った。北京に派遣されたダライラマの代理人に対する、取り付く島

もない無関心な態度は、 2008年の動乱後も変わることなく継続され、亡命社

会側の広範な反感を呼び起こした。この間、独自の独立闘争路線を保持する

青年会議派をはじめとする諸国体、および海外在住の知識人を中心として、

「チベット人」の干判涜のあり方をめぐる多極的な議論が提起されている100

だが、今日においても、区切られた一定の領土による国家形成を度外視し、

仏教に包摂された「アヒンサー」の実践主体として、チベット人が干割安でき

る「丈化的領域」の確保を最優先しようとするダライラマの方針は、亡命チ

ベット入社会の主流の地位を譲ってはいない。このことは、チベット仏教に

内在する論理と深く結び付いている。

0
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先述したようにチベットの仏教は、そもそも 7世紀にインドから移入され

て以降、杜会体制の根幹として機能してきた。チベットの史書は、 13世紀の

群雄割拠の時代、元朝のゴデン玉と会見したサキャ派法主(サキャ・パンデ、

イタ)が、仏教の教えと引き換えにチベットの委任統治権を獲得したことを

伝える。現在の亡命政権の首長の座を担うダライラマ世系は、 15世紀に成立

した改革派教団で、あるゲルク派を統括する化身ラマ(転生活仏)の系譜に属

しており、この世系は 17世紀中葉のダライラマ 5世の時代に、やはりモン

ゴ、ル王族の一支で、あるグシ・ハンから大規模な領地の寄進を受け、代々モン

ゴル王に対して「教主」としてふるまうことで、強力な集権体制をとるよう

になったものである。この体制は清朝全盛期においても引き継がれ、「仏教政

1台」という共通言語を介したダライラマと清朝皇帝のやり取りは、中国王朝

にとっての辺境統制に重要な一翼をなしてきたことが論じられている [cf.

石演 2001J。

このように、代々チベットに権勢を誇った教団政権は、外部の軍事力と結

びっくことで自己の支配基盤を固めてきた経緯がある。これらの政権は、宗

教と政治の一致した体制 (chossrId zung 'bre/;を強固に維持することで、

チベットに領土的野心を持つ外部の軍事的脅威を逆に自身の仏教政治のロジ

ックの内側へと引き込み、自己防衛のための仏教をより洗練させる方向に動

いてきた。それは全体で600年に及ぶ長い時間の蓄積をもち、仏教の権威に

よってチベット人の全体利益が守護されてきたのである。チベット学者の

M.Goldsteinは、この長期にわたる他者依存が、「国」というセンスの欠如を

助長し、そうした互酬関係が通用しない共産勢力に懐深く入り込まれても、

ただ宗教体制の維持のみに汲々とし、対応策を講じるすべを持たず、結果と

してラサ政権が倒れる最大の原因となったことを考究している[Goldstein

1989J。

こうした長きに渡る外部勢力に依存する政治体質は、仏教界と世俗政治の

主従関係を仏教倒立の体制に固定する作用を果たすことになった。社会構造

の視点から見れば、 Ch.Rambleがまとめるように、「仏教理念に基づく決定

を国家政治のそれよりも上位に置く」という意味での仏教優位主義は、これ

までつねに民族主義に基づくナショナリズムへの傾斜を妨げる方向に作用し
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てきたのであり、チベット域内の大多数のひとびとは、仏教以外に自己を主

体的に規定し、認識する方法を持たないまま、中国の社会体制へと統合され

てし、かざるを得なかったので、ある[Ramble1997 : 380到。この仏教理念優

位の構図は、ダライラマの平和プランにおいても確実に引き継がれており、

仏教優位主義の根幹に非暴力思想が置かれることで、独立した境域を求める

民族ナショナリズム、国家主義、郷土愛としりた世俗的属性は綾小化される。

このことは、 2008年の大規模抗謝舌動の展開においても確認できる。チベ

ット全土の抗議活動が頂点、に達し、武装闘争への全面転化が押しとどめがた

い流れとなったとき、ダライラマは自身の亡命政府首長の座を退く決断を見

せ、民衆レベノレで、作動する「汎チベット民族主義」の押さえ込みを図った。

そこでは「非暴力・不殺生の徹底」を呼びかけ、チベットの将来にとって中

国との共存が不可欠であることを改めて強調した11。このような仏教的理念

を全面に打ち出す志向は、殺生・暴力を回避しなければ、高僧たちのレベル

で決定的な分裂を招く、という政治的リスクを民衆にもたらすことで、ほぽ

満場一致の民応を導き出すことを可能にする。

以上が、チベットの領土主権をめぐって 2008年にひとつの重大なピーク

を迎えるにいたった政治的衝突の概要で、ある。ここで残るひとつの問題は、

亡命政府によってこのような形で動員され、平和プランの中にも体現されて

いる仏教車念優先の考え方が、実際の本土チベット社会の周縁部で、どのよ

うにその地域に内在する宗教実践のコンテキストに影響を及ぼしているか、

という点である。以下ではこの点について、アムド地方の一角で実際に観察

された事例をもとに検討する。

3.周縁的仏教の実像

(1 )ゴロク地方の部族的背景

上述のような構造理解に基づき、本章では、個別地域に土着化した周縁的

仏教の事例として、本土チベットのアムド地方に部族社会を形成してきたゴ

ロク族を対象として検討を進めていきたい。

本論で取り上げるゴ、ロク地方は、カム北部のデルゲに由来する宗教文化の

影響を強く受けた、黄河源流域にまたがる純粋牧畜地域である【地図 1参照】。
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言語は、チベット語の下位方言であるアムト官の牧畜方言である。第五次全

国人口普査 (2000年)のデータによれば、ゴロク州地域の牧畜従事者の総計

は12万人にのぼる。

今日、一般にゴロク族はアムドというより大きな区画を構成する諸集団の

内のひとつと考えられているが、彼ら自身の聞では、長らく独自の血統意識

を紐帯とする自己認知が通用してきた。今日のゴロクを形成するドミナント

な氏族の来源は、 3世紀の古代王朝期に、西チベットから東遷してそれぞれ

の国を建てたとされる古代チベットの四大氏族のうち、「アチャク・ヂュ」と

「アボ・ドン」と呼ばれる 2つの系統を継いでいるのだとしサ。特に前者の

系統は代々ゴ、ロクの支配者層を形成するドミナント集団として発展してきた

[cf. Bkra shis rgya mtsho 1992J。

陳慶英によると、国民党のムスリム軍閥による大規模な掃討作戦がはじま

る以前の 19世紀末のゴ、ロク部族は、全体で 200以上に分化した牧畜集団か

ら構成され、互いに独立分有の状態を維持しつつ、状況に応じて常に離合集

散を繰り返す社会形態をとっていたとし、う[隊 1995・106J。平均標高 4000

mを越す厳しい環境の中で伝統的な牧畜業に頼った生活を営み、明確な最高

権威者や統率機関を戴かない無政府状態を継続してきたゴロク族は、その存

在が文献で外部に知られるようになった当初から、古代氏族の血統的優越性

を誇り、他者を寄せ付けない強固な部族的凝集をもって周囲にその武勇を恐

れられてきた。

このような経緯から、当初の党中央による民族工作は難飾tし、区域自治制

度のもとで青海省に5つのチベット族自治州が設けられた際にも、他の自治

州が 1951年までには人民政府樹立の基盤をほぼ整えていたのに対し、ゴロ

ク・チベット族自治州が一応の成立にこぎつけたのは 54年に入ってからだ、

った。

(2)ゴロク地方の宗教文化

このような血統と勇武を重んじるゴロク部族の社会に仏教がはいってき

たのは、およそ 15世紀のことであるとされている。先述のアチャク・ヂュ

の系統は、もともとの故地をカム地方との境界に有していたため、この地域
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の宗教文化の中心地で、あったデ、ノレゲ、を根拠地とするニンマ派(“古派"の意)

との結びつきを強め、域内に多くのニンマ派系の大僧院を建立する礎となっ

たという [Bkrashis rgya mtsho 1992 : 26・85J。このため現在でも、ゴロク

境内で活動中の 52座の寺院中、 8割強にのぼる 40座がニンマ派系の僧院で

占められている[刑 1994:154J。

こうした非ゲルク派系の宗派がゴロク地方において主流を占めることに

なったより積極的な要因は、 17世紀末にカム北部で隆盛した「リメ (ri汐

medJJと呼ばれる宗教刷新運動に求められる。そもそもゴロクからデ、ルゲ、に

かけての草原地帯では、ダライラマを擁立し、中央集権体制を確立した中央

チベットのゲルク派教団とは具なる劉取集団、すなわちニンマ、カギュ、チ

ョナンなど、いずれも中世期に中央チベットでの地盤を失って東部チベット

に拠点を移した諸宗派が、在地の王侯による手厚い庇護を受けながら発展し

てきた。 18世紀前後にいたると、これらの王侯をパトロンとしてニンマ派の

四大学問寺(カトー、ゾクチェン、シェチェン、パユノレ)が次々にデルゲ近

隣に出現する。これらの非ゲ、ルク派系教学の相互交流が 19世紀末に至って

円熟期を迎え、各宗派の学聞を総合的に収めた傑出した実践者を輩出し、大

量の文献を開版することで、独自の宗教伝統を横断的に継承していく機運が

生まれた。この動きはダライラマ政庁の権力掌握が及ばなかった黄河・長江

源流域の草原地帯に強い磁力を持って広がり、総合的で開放的な思想運動と

して大いに隆盛した[Samuel1993: Chap27l。

このようなリメ運動の潮流を地盤とした宗教文化は、改革開放以降の東部

チベットにおいていち早く復興した。この背景には、中央チベットのダライ

ラマ政権が国外に亡命政権をかまえているのに比べ、周縁チベットに位置す

るカム・アムド地域の非ゲノレク派教団の存在が比較的許容されやすかったと

いう事情が介在する。

以下では、このようなりメの系譜を継く存在として、ゴロク地域の宗耕舌

動に主導性を発揮するある高僧の事例を取り上げ、その実践の様態を検討し

てみたい。なお、以下本論で登場する人物名・地名に関しては、原則として

匿名を用いている。
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(3)越境するラマ

ここで取り上げるのは、インド、への出国経験を持つリクジン・トゥルク(仮

名)が主催する宗耕舌動である。 トワルクは、ゴロク州ガッデ、県に位置する

S村に、 1948年に出生した。 10歳に満たないころ、ゴロク有数の大僧院で

あるタノレタン寺(ニンマ派パユノレ系)の高僧により、先代リクジン・トワル

クの転生者であることが認定され、タルタン僧院へと迎え入れられ、院内で

指導にあたる高僧のひとりとして養育された。また、リクジン・トウルクは、

カムからゴ、ロク地方にかけて色濃く流伝されてきた土着の英雄伝承である

「リン・ケサル大王伝J12とも縁故の深い人物である。 トゥルクに認定を与

えたタルタン寺の師僧が記した授記によると、 トゥルクは「ムジャン・レン

チェン・ダルノレ」と呼ばれるリン国将軍の転生者であるという 13。このほか

特筆すべき経歴として、トワルクの出国歴が挙げられる。これより 6年前、

トウルクは、ダライラマが主催する「時輸の大港頂」に出席するためインド

に赴き、その過程でダライラマ 14世に個人的に謁見を果たした経歴を持つ。

出国時には州政府の正規のパスポートを取得し、当該の政府部門にもきちん

とピザを申請したという。

リクジン・トワルクは、改革開放後の 82年からからこれまでに、ゴロク

および周辺地域の各地をめぐり、「旗の仏塔J(darcha'i mchod rten)を建立

してきた。「旗の仏塔」とは、多種多様な経文を刷り込んだ布(以下「経文旗」

と略記する)に紐をつけて旗に仕立て、それを大量に結び合わせて、仏塔の

形に整えたものである。これは、ゴ、ロクにおいて物資が乏しく、通常の建築

資材による仏塔の建立が困難であるため、特に牧畜地域において採用される

仏塔建立法のひとつである。

トゥルクは、これまで通算 12年間、休むことなく各地で仏塔の建立を請

け負い、その数はすでに大小取り混ぜ 1000余基にのぼり、旗の数で換算す

ると 750万枚になるという。 トワルク自身は、旗の数が 1000万枚になるま

でこの事業を続けることを誓願している。

トウノレクによれば、旗で仏塔を作るようになった動機とその継伊且由は以

下の 3つである。

①その功徳が通常の仏塔よりも格段に大きいこと
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②作るのが簡単であり、ひとびとへの負担が少なく、比較的容易に信仰

のための場所を生み出すことができること

③旗が古くなれば、交換すればまた新しくでき、便利であること

これらについてはのちに詳述するとして、ここではまず旗の仏塔の建立に

ついてその具体的な内容を見ておきたい。

(4) r旗の仏塔」の具体的建立プロセス

以下では、 2009年の 7月 16日から同 26日にかけて参与観察を行った旗

の仏塔の建立プロセスについて叙述する。作業主程は全部で2段階に分かれ

ている。

a:仏塔建立は、 S村の背後にある山の斜面を利用して行われた。今回建立

されるのは、多種多様なチベット仏教の仏塔の中でも、もっともポヒ。ュラー

な部類に属する「菩提の仏塔 (byangchub mchod rten) Jである14。最初の

工程は、縦長 80m、横幅 50mの用意された敷地上に、仏塔を構成する 3つ

の部分、すなわち台座、壷状の基部、法輪を重ねた頂上部、のそれぞれの寸

法を地面に写し取る形で、決められた本数の柱 (3mほどの木のポーノレ)を

山の中腹に突き立てていく作業である。柱には上部にワイヤーが架け渡され、

それぞれの列の両端において、ワイヤーの先端が土中に埋め込まれた固定木

に強固に縛りつけられる。仏塔ひとつにつき、全部で200本の柱が必要にな

るとし、う。

②この間、別の作業グ、ループが、成都から届いた 35万枚分の経文旗の梱

包を順次ほどき、それぞれの経文の内容(各種の染料で染め分けられている)

に応じてより分けたうえで、一枚一枚の旗に括り紐をつける作業を並行して

進める。

③各列の柱の頭に架け渡されたワイヤーに、経文旗を一本一本括りつける

作業に入る。色ごとに分類し、各列にいっぱし、になるまで経文旗を結わえつ

けてし、く。端から端まで、いっぱし、になった段階で、大勢の人が集まり、柱を

垂直に立て起こす。立て起こした列の両端からさらにワイヤーを複数本放射

状に伸ばし、基柱に大きな石を埋め込み、スパナと滑車を使って締め付け、

固定する。この作業を各列に対して行うと、徐々に山腹に仏塔の形状が浮き
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上がって見えるようになる。ここまでで一週間を費やす。

④このあと、リクジン・トワルクが日を選んで、開眼の儀式を執り行う。

具体的には、「宝庫の入口 (bangsgo)J と呼ばれる、円形の壷をかたどった

基部の「扉」に当たる場所の真下を深く掘って、種々の供物を備える。これ

らの儀軌は、通常の仏塔を建てる場合とまったく同じである。

⑤開眼当日 (7月26日)、仏塔のふもとに200名近い信徒が集まり、早朝

より読経を開始する。昼前、仏塔の扉に当たる青い旗の集積箇所の真下の地

面が掘り下げられる。開眼に際してはゴロク周辺の著名なラマを招請し、経

典を読請し、種々の法具と香料を穴中に投じて清めた後、人々が持ち寄った

「テルカ」匂terkha，大地の供物)を納める。テルカは、五穀と宝石類を砕

いて布袋または土瓶に詰めた、埋蔵用の供物である。これらはすべて僧閲司

辺集落の有志が私財を投じて準備したものである。

⑥すべての供物を納め終わった後、ふたたび土をかけ戻し、穴を埋め立て

る。埋め立て完了後は、リクジン・トゥルクが二本の「カタJ(儀礼用の白い

[写真 1:完成した旗の仏塔】 (2009年7月26日著者撮影)
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スカーフ)をもって進み出て、十字状に地面に敷き渡し、目印とする。この

ようにして旗の仏塔の開眼儀礼が完了する【写真1参照】。

以上が、旗の仏塔の建立プロセスである。このようなプロセスの観察から

気がつくのは、力の流動性を固定する営みとしての、土着の周縁的地域仏教

が担っている主導性で、ある。そこには、ニンマ派の伝統である地域的な諸要

素が表出している。以下では、リクジン・トワルク自身による説明を参照し

つつ、この点について考えてみたい。

(5)旗の仏塔の意味づけ

リクジン・トゥルク自身は、旗の仏塔、およびニンマ派の技法にのっとっ

て、その場所に仏塔を建立することの宗教的背景と論理について、以下のよ

うな意義を説明している。

a:仏塔の功徳について:I簡単に言って、旗の仏塔をひとつ建てることは、

お寺をひとつ建立するのと同じ功徳があります。・・・旗には、シャカムニの

お手製の聖文、それから、ジュ・ミパムによるケサル大王の加護を祈願する

聖文、ロンチェン・ラプジャムの聖文、などがもれなく書かれています150

胎内に如来を納めた金の仏像を 1000体作るのと、聖なる文書を記したその

旗をひとつ作るのと、功徳は同じである、とし、います。そして旗を 1000枚

作ることは、仏塔をひとつ立てることと同じ高い功徳が得られる、とされて

います。旗の仏塔の功徳はそれほど高いのです。旗には、たくさんの高僧、

解脱者が書いたありがたい文言ばかりが無数に刷り込まれています。死後、

生まれ変わりの裁定を受ける時にどれだけ経文の旗を結んだかが問われるの

です。I

②場所の選定について:I仏塔の建立場所は、土地の心臓と同じものです。

この土地には、宝のテルカがたくさん埋まっているはずです。町の周囲には

土地神の山と聖地があちこちにあります。この山は観音菩薩の山、あちらは

文殊菩薩、あちらは金剛手菩薩、という風に、古い文書の中に記してありま

す。そのように大きな聖地が林立しているので、そこにたくさんのテルカを

うめるのです。 100万、 200万、 300万個のテルカを埋め込みます。それは

土地の心臓と同じものです。人体でいえば心臓がなければすぐ死んでしまい
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ますよね?人が病気になったり、家畜が死んで、しまったり、ということが起

こり、幸せな生活が送れません。」

③埋蔵について:I土地が悪くなったときの対処法ということでいえば、

まずテルカを埋めることです。土を掘り返して道路を作ったり、車が通った

りして、土地が弱るのです・・チベットの土地が、火の厄災や水の厄災、

大火事や洪水がなく、いままで安寧に豊に守られてきたのは、過去にリンの

ケサル主によって埋められた、あるいはグル・リンボチェによって埋められた、

そうした大地の供物が力を発揮してきたので、大きな厄災に見舞われずに済

んできたのです。そうでなければ、チベットのひとびとはまともな暮らしを

送ってくることはできなかったはずです。埋蔵物にそのような加持の力があ

ることは確かです。」

ここでは、リクジン・トワルクが考える仏塔の功徳が、①死後の生まれ変

わりの裁定において重要であること、②テノレカによって大地の力を活性化す

ること、とし、う複数の認識を通して語られている。そこには、ケサル大王や

ニンマ派の祖師であるグル・リンボ、チェ、およびリメ期の旗手であるジュ・

ミパムといった、ニンマ派で特に車見される、ローカルな地域仏教の要素に

もとづく生活の土地への「力づけ」の論理が表出していることに留意したい。

一方、リクジン・トゥルクは、以上のような説明によって、旗の仏塔の地

域住民にとっての効用を説明する一方、これとは異なる文脈において、この

建立活動がもうひとつの重要な意義をもっていることを独白する。

④「それから、ここへたくさんの人があっまって手助けをしてくれるのに

は別の目的があるのです。最近、抗謝舌動がありました。ちょっとでも規模

が大きくなると、「彼ら」は上から制圧します。大変厳しい状況で、恐ろしい

ものです。・・・ダライラマというのは、チベット、および世界全体でも、大

切なラマです旗の仏塔を建てることは、いまのこうしたチベットの状

態に関係があるのです。チベットの偉大なラマはみな身の回りにいなくなっ

て、インドに亡命しています。本土チベットで、は仏法がったわらず、ひとび

とは団結する力がなく、ぱらぱらになっています。そうした弱くなったつな

がりを回復して、平和を祈念するために、みなで集まって協力して仏教の事

業を起こすのです。そのためにもこの旗の仏塔を作ることは大変重要なので
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す。」

⑤訪印の目的:I時輸の潅頂を受けに行くために、インドまでダライラマ

に拝謁にいったときには、ダライラマが高齢であるので、ぜひチベットにお

帰りください、と懇鳳買するため、そのような希望を連ねた署名を集めてお渡

ししました。チベットのみながお帰りを待っています、とメッセージを伝え

ました・・日本は大きな国で、わたしは好きです。チベットとたくさん共

通点があります。民族の根っこが同じだ、という言い方もあります。ダライ

ラマも日本が好きだ、と言っています。ダライラマに帰ってきてもらうには、

外からの助けが不可欠です・・(日本とチベットが)ぜひお互い助け合っ

ていければいいと希望をもっています。」

以上においては、今日の政治的状況に関する、自分たちの生活社会の次元

とは異なる位相における旗の仏塔の意義が述べられている。そこに見られる

のは、土地の生活に根ざした「自分たちのもののやり方」を、国際的なチベ

ットの状況に接合することである。以下で、はこの点について総括してみたい。

(6)総括

上記2つの異なる宗教実践の検討から、今日の悶併土会レベノレの宗教実践

には、三種類の分岐した運動が介在していることが見て取れる。

リクジン・トワルクとの対話のうち、①~③までの内容には、地元の宗教

実践のロジックが語られる。そしてそこには、周縁地欄虫自の信仰対象であ

るケサル玉やりメのマスターたちの名前が登場し、仏塔の上部につけられる

旗、地中に埋められるテルカの双方が、これらの対象に仮託されつつ、土地

の精霊、および仏教の諸神に働きかける作用を持つことが強調されている。

これは、地域住民と周縁的仏教との関係に基づく現状把握において成立し、

その桝且みのもとで、仏塔の功徳と意義が語られる。

一方、④以降では、リクジン・トワルク自身の国外での経験をふまえつつ、

ダライラマとチベットの行く末に言及し、それが仏塔の建立とどのような関

係を持っかを語っている。ここには、現在のチベット、とりわけ 3・14事件

から北京オリンヒ。ツクにかけてのチベットの政治状況を反映して、その全体

の動きを定型化された文化の語りへと収束させていこうとする、今日のチベ
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ット仏教者に内在する負荷の力が観察される。この局面においては、リクジ

ン・トゥルクの発言はその地域の内部で実践されている仏教のコンテキスト

を離れ、仏塔建立の意義と地域住民の団結した姿とを、いったん外側の全体

チベットがおかれた状況を経由する形で接合する。さらにここでは、インタ

ピ、ューの主体が外国人で、あるため、「国際支援が不可欠である」というラマ自

身の認識に根ざした発言もなされている。

以上のことから、越境するラマによって仲介される周縁的仏教とローカル

な宗教実践の関係は、土地の生活に根ざした民俗的環境認知に基づいて、特

定の文化的資源性をもった場所に宿る力の流動性を固定する運動として成立

していると同時に、その「自分たちのもののやり方」を、グ、ローパノレに展開

する今日のチベットの政治状況の中で捉え帰し、それを再度ローカルな宗教

実践の現場に還元しようとする方向性を持つことが示された。

4. まとめに~当事者のもつ「現実認識」の重要性

本論では、従来、亡命政府、および中国政府双方にとって、自己じた領有言

説を正当化する資源的な意味しか持たなかった周縁的チベット地域に内在す

る宗教実践の論理について、ひとりの越境するラマとの対話を手がかりとし

て検討した。そこでは、仏塔の建立とし、う営みが、土地の精霊の力を固定す

る行為として、ローカルな地域仏教のロジック内部で再編されていると同時

に、その営みを主催するラマが越境経験をもっていることから、ダライラマ

が中国との交渉において主張する「アヒンサーに基づく文化的領有」に相似

する見解として、①ダライラマの帰還によって平和で秩序の保たれた状態を

実現すること、および②その帰還実現のために一致団結したチベット人自身

の宥和が必要である、という 2つの認識に基づく宗教実践としても遂行され

ていることが看取された。

このように、越境するラマの経験により、現主のチベット仏教のローカル

な実践現場では、仏教樹立主義による文化的一体性の主張と、個々の生活社

会における地域的な多元性が接合されている。越境するラマが担うのは、土

地の問題とチベット全体のアイデ、ンティティの問題双方をめぐって、ひとつ

の実践現場に二重の意味を持たせることである。
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以上のような検討から、単に権力中心からの受動的な意図を受け取ってそ

れに従属するのではなく、土地の生活に根ざした宗教実践に基盤を置きなが

ら、生活社会の外側との交渉的解釈を進めている、二割蕎造的な断面を活写

できたことをもって本論の成果としたい。今日、そのような二重化した実践

の構成に果たす越境するラマの役割は無視で、きない影響力をもっており、そ

のようなインドとの往来を頻繁に行う一群の宗教者たちの動向を、地域単位

でより幅広く捉えていく必要がある。

本論では、対面的人間関係の世界で、どのように土地の意味が多元的・複

合的に再生産され続けていくか、というローカルな文脈化の地平に視点を置

いてこそ、多様性の統合をめぐるチベット内部のダイナミズムを捉えること

が可能になる、という認識への道を聞いたことをもってひとつの到達点とし、

ひとまず論を閉じたい。

キ工--=ロ

1本論でこの用語を用いるにあたっては、チベット社会の地域的多様性を包

摂する「文化的一体性」主張の根幹に現れる、大乗仏教~，1~、に由来する特徴
的な考え方について、限定的な意味で用いることを付記しておきたい。

2 特に「農奴制からの解放」をめぐっては、 2008年の 3・14事件の後、中

央政府によって新たに「百万農奴解放記念日J(3月28日)が制定され、郷

村単位での愛国主義再教育キャンベーンが強力に展開されるなど、民衆レベ

ルでの歴史認識の再徹底を目指す圧力が加速度的に増幅した。

3本論のチベット語表記には斜体字のワイリ一方式を用いる。なお、ワイリ

ー表記を省略して、カタカナで直接表記する場合には、原則としてアムド方

言に準拠した発音で表記することを併記しておく。

4仏教受容以前の古代王朝期から信仰されていた自然崇拝を基調とする宗教

で、仏教のインド起源に対し、ペルシア起源を主張している。

5本論では「部族」とし、う用語をチベット語の「デワJ(sdeba)に相当する

概念として用い、後章で「ゴロク族Iなどと表記する場合の「族Iも、デワ

とし、う伝統的なリネージ単位に相当するものとして用いる。

6 この部分に関しては、宗教的世界観の意味での連続性への認識と、文化を

めぐる近代政治言説としての領有意識の接合関係を、別に章節を設けて詳細
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に検討すべきであると考えられるが、本論作成の段階ではそこまで踏み込む

準備が整っていない。この点は別稿の検討課題としたい。

7ダライラマ法主日本代表部事務所(アクセス日:2010年 1月30日)

http://www.tibe也ouse.jp/ctal5point_peace_plan.htnu
8同上HPの以下の記事より抜粋(アクセス日:2010年 1月 30日)

http://www.tibethouse.jp/dalaUama/message/1988_strasbourg.html 
9 チャイナネット「所謂“大チベット地区"は従来から宿主しないJ2008年
4月24日の記事(アクセス日:2010年2月25日)
http://japanese.china.org.cnlpoliticsltxtJ200S.04l24伽 ntent_15006S7S比m
10アメリカ在住の亡命チベット人作家ジャムヤン・ノルブは、現行の運動体

制をそのまま維持しながら、最終目標のみを「独立」へとシフトすべきこと

を唱えている。同氏のブログ参照“RANGZEN:THE CASE FOR 

INDEPENDENT TIBET (2008 editio叫"(2008年 12月 12日の記事)

http://www.jamyangnorbu.com/blog/2008/11/12/rangzen-the-case-for-inde 
pendent-tibet-2008-edition! (アクセス日:2010年2月27日)

11 ダライラマ法王日本代表部事務所(アクセス日:2010年 1月30日)

http://www.tibethouse.jp/news_release/2008/080318_hhdl.html 
12天神の子「ケサノレ」を王といただく国「リン」が、敵対する周辺諸国を仏

法の名のもとに制圧してし、く過程を描いた世界最長の英地叙事詩。そのモデ

ルは 11世紀ごろに東部チベット地域で活動した実在の王侯とその領国であ

ると考えられている。

13ムジャン・レンチェン・ダノレル (musp.戸 ngz白 chendarlu)は、ケサル

大王と同じリンチュン部に属する勇猛な武将。ケサル王の篤い信任を受けて

終始重用され、ホノレ大戦をはじめ、モン、ジャンの戦役で数々の軍功を立て

た[官mbbstan nyi ma(ed.) 1989 : 320-1]。
14チベット仏教で作られる仏塔の類型を整理した山本[1999]によると、「菩

提の仏塔」は、チベットに見られる「八大法塔」とよばれる代表的な仏塔の

ーであり、無上の悟りに達したシャカムニを記念する仏塔とされる。

15 ロンチェン・ラフ。ジャム (1308-1363)、ジュ・ミパム (1846-1912)の両

名はいずれもニンマ派の著名な高僧。
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